
4．経営組織別農業経営体数（平成17年～平成27年）
単位：経営体

計 稲 作 麦 類 作
雑 穀 ・
い も 類
・ 豆 類

工 芸
農 作 物

露 地 野 菜 施 設 野 菜 果 樹 類
花 き ・
花 木

そ の 他
の 作 物

酪 農 肉 用 牛 養 豚 養 鶏 養 蚕
そ の 他
の 畜 産

平 成 17 年 3,299 1,910 1,579 7 31 33 160 3 6 5 10 11 46 15 1 - 3 850 260 279

平 成 22 年 2,603 1,683 906 5 78 23 471 29 9 9 9 13 110 17 - - 4 563 205 357

平 成 27 年 2,308 1,487 876 - 33 22 424 13 7 2 15 8 74 9 1 - 3 188

平 成 17 年 2,533 1,432 1,139 7 31 32 148 2 6 4 4 11 30 14 1 - 3 693 212 196

平 成 22 年 2,006 1,300 723 5 58 22 367 11 8 9 6 11 60 16 - - 4 474 173 59

平 成 27 年 1,765 1,147 614 - 31 22 384 7 7 1 13 8 49 8 1 - 2 139

平 成 17 年 766 478 440 - - 1 12 1 - 1 6 - 16 1 - - - 157 48 83

平 成 22 年 597 383 183 - 20 1 104 18 1 - 3 2 50 1 - - - 89 32 93

平 成 27 年 543 340 262 - 2 - 40 6 - 1 2 - 25 1 - - 1 49

(注)①旧十和田市、旧十和田湖町の数値は、それぞれ旧十和田市区域、旧十和田湖町区域のもの。

②農業経営体とは、農産物の生産を行うか又は委託を受けて農作業を行い、生産又は作業に係る面積・頭数が一定規模以上の農業生産活動を行う者（組織の場合は代表者）をいう。

③単一経営経営体とは、農産物販売額のうち、主位部門の販売金額が8割以上の経営体をいう。

④準単一複合経営経営体とは、農産物販売額のうち、主位部門の販売金額が6割以上8割未満の経営体をいう。

⑤複合経営経営体とは、農産物販売額のうち、主位部門の販売金額が6割未満の経営体をいう。

⑥稲作には、水稲作、陸稲作が該当する。

⑦麦類作には、小麦作、大麦・裸麦作が該当する。

⑧雑穀・いも類・豆類には、そば、その他の雑穀（ひえ、あわ、きび、とうもろこしなど）、原料用ばれいしょ、食用ばれいしょ、かんしょ、大豆、あずき、その他の豆類が該当する。なお、未成熟の豆類（未成熟とうもろこし、

　えだまめ、さやいんげん、さやえんどう、グリンピースなど）は野菜に該当する。

⑨工芸農作物には、たばこ、なたね、ホップ、ごま、あさ、ゆうがお、こんにゃくいも、さんしょうなどが該当する。

⑩露地野菜とは、生育期間のほとんどを自然環境下で栽培した野菜をいう。

⑪施設野菜とは、ガラス室やビニールハウス等の構造物内で栽培した野菜をいう。

⑫野菜には、果菜類（トマト、きゅうり、なす、かぼちゃ、すいか、いちご、うり、にがうり、とうがん、メロン、とうがらしなど）、茎菜類（はくさい、キャベツ、ほうれんそう、ねぎ、たまねぎなど）、根菜類（だいこん、かぶ、

　にんじん、ごぼう、れんこん、たけのこなど）、いも類（さといも、くわい、やつがしら、やまいもなど、＜かんしょ、ばれいしょは除く＞）、洋菜類（レタス、ピーマン、セロリー、パセリ、カリフラワー、アスパラガスなど）、

　未成熟豆類（未成熟とうもろこし、えだまめ、さやいんげん、さやえんどう、グリンピースなど）、中国野菜など野菜と呼ばれているものが該当する。

⑬果樹には、りんご、ぶどう、日本なし、西洋なし、もも、おうとう、びわ、かき、くり、うめ、すももなどが該当する。

⑭花き・花木には、球根類（チューリップ、ゆりなど）、切り花（きく、カーネーション、バラなど）、鉢植（シクラメン、サイネリアなど）、木本性観葉植物、鑑賞・緑化用樹木（苗木を含む）などが該当する。

⑮その他の作物には、野菜、果樹などの種苗及び苗木類、芝、飼料用作物（青刈りえん麦、家畜用根菜類など）、青刈り作物、栽培きのこなどが該当する。

⑯酪農には、乳用牛（搾乳目的で飼っている牛）、牛乳が該当する。

⑰肉用牛には、和牛などの肉用種、和牛と乳用牛の交雑種、肉用として飼っている乳用種が該当する。

⑱その他の畜産には、馬、羊、やぎ、だちょう、うさぎによる養畜、養蜂などが該当する。
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